
「浜松市で障害に対する差別をなくす条例づくり」の検討 
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   浜松で条例つくろう！ 
 
1. 障害を持つ当事者の「人権」をめぐる大きな動き！ 
 
2013年：障害者差別解消法成立 
2014年：日本は障害者権利条約に批准 
2016年：障害者差別解消法施行 
 
２．各地方自治体で障害者差別禁止条例が作られ始めている！ 
 
千葉県（2006）、北海道（2009）、岩手県（2010）、熊本県
（2011）、八王子市（2011）、京都府（2014）、沖縄県
（2013）など。 
 

 

 

   「浜松で条例をつくろう！」 
  Ｂｙ 浜松インクル―ジョン研究会 
 

   ３つのポイント 
1. 情報収集 
2. 情報共有 
3. 議論の場を持つ 

    結 果 

1.情報収集 
①京都府の取り組み 
・府知事の公約 
・京都実行委員会を結成 
・京都府が検討会議を設置 
・特徴：複合差別（女性+障害） 

②仙台市の取り組み 
・2009年、仙台連絡協議会（条例の会仙台 
）が発足 
・2015年度、仙台市で条例の検討が 
障害者施作推進協議会で諮問 
・団体と市が共同で検討中 

③差別経験調査票作成 
 

 
 
 
 
 
 
 

２．情報共有 
①HPの作成 

 
 

 
 
 
 
 
 
３．議論の場を持つ 
①浜松インクル―ジョン研究会の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
②学習会、フォーラムの開催 
・学習会（2014年９月） 
千葉県の条例づくりに関わった毎日新聞の野沢
和弘さんの講演 
 
 
 
 
 
・浜松フォーラム（2015年３月） 
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問８．なにが変わると住みやすくなると思いますか？（○○になるといい、と具体的な内容ですと

ありがたいです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これからの取り組み 

・静岡県障害者差別禁止条例づくりの会発足 
・2015年度、浜松インクル―ジョン研究会主催、
本学地域貢献事業研究費の助成を受け、障害平
等研修の実施（10月修了、２月開催予定） 


